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はじめに

本稿の目的は、フランス第二共和制期に流通する「連帯」概念、この概念に合意された政治・社会思

想の特徴を、思想史的に考察するための枠組みを提供することにある。「連帯」の特徴は、それが特定

の社会的紐帯のあり方を指し示しているだけでなく、20世紀にはじめて一般化する統治のあり方 (福

祉国家、社会保険、社会権の保障)と 密接に結びついている点にある。さらに、それは社会に関する

「知」の制度化とも結びついている。本文で述べるとおり、「連帯」の導入は、「社会学」という新しい

学問の大学での制度化と軌を一にするのみならず、むしろ「社会学」こそが、こうした社会的紐帯の認

識を正当化するものとして、制度化されたのである。「連帯」概念を思想史的に考察するとは、このよ

うな二者の結びつき一社会的紐帯の認識、社会に関する知の制度化、新たな統治の組織化の結びつき一

を、歴史的観点から検討し、それがいかなる意味で特殊であり、いかなる条件の下ではじめて成立しえ

たのか、を明らかにするということである。

本文の構成は、次の通りである。「Iは じめに」の以下の部分では、既存の 「連帯」概念に関する研

究史、および連帯主義とデュルケームの社会学との関係に関する研究史をまとめたのち、本論文の視角

を提示する。「Ⅱ社会問題の 「発見」」では、19世紀前半に現れた新しい 「問題」の認識、すなわち、政

治的問題や経済的問題と区別された「社会問題」という認識の特徴を抽出する。ヽ以下、この問題への対

応を担った二つの思想潮流として、「社会経済学」、「共和主義」、「第二共和制期の社会思想」一それぞ

れ、「慈善 (cha五“)」、「友愛 (iaにmi“)」、「連帯 (solidarit6)」という概念によって特徴づけられる一

を採り上げ、それらを比較することで、「連帯」概念に表される思想の特殊性を明らかにする。「Ⅳおわ

りに」では、このような 「連帯」の思想の持つアクチュアリティーについて、若干の言及を行いたい。

19世紀フランスにおいて、「連帯」の概念が幅広く用いられたということは、すでによく知られてい

るω。だが、これまでの研究史を見る限り、これを包括的に扱おうとすればするほど議論は拡散し、そ

の哲学的合意をうまく汲み取ることに成功しているとは言いがたい。以下、既存の研究状況に即して

「連帯」概念史を簡略に整理した後、本稿の視角を提示する。           、

「連帯」という概念は、18世紀以前の伝統的用法においては、純粋な法的責任関係を意味していた②。

現在の 「連帯責任」という語に残っているような、貸借や負債の共同責任関係を意味していたこの語

は、アルパートの指摘するとおり、特殊規範的意味を帯びたものではなかった0。19世紀以降、それ

が社会思想に導入され、「相互依存」という単純な事実を超えた様々な規範的意味を帯びるに至ったの

は、フランス革命を経て、秩序の安定をもたらすために、社会的紐帯それ自体の再定義が必要になっ

た、という大きな問題状況の一つの表れにすぎない。その軌跡は、一般に次のように整理されている。

1830年代に、ピエール・ルルーによってこの語が社会思想に最初に導入されたということは、ほぼ

共通の了解となっている。そこでは、相互依存という意味に加え、「人間」という理念の下での共同性



や一体性が強調されていた 0。 さらに、ルイ・ブランやプルードンら社会主義者たちによる使用、経

済学者バスティアの相互利益論、オーギュスト‐コントの有機体論などを経て、世紀後半には、生物学

の発展を媒介し、「連帯」概念は幅広い普及を見るようになる。第二帝政末期に、ルヌーヴィエを中心

とする哲学的洗練を経て、第二共和制期に入ると、デュルケームの社会学や、特にレオン・ブルジョワ

の 「連帯主義」において、この語は新しい思潮を表す鍵概念として用いられ、一般に流通する。特にそ

こでは、社会保険や福祉国家の制度化を基礎づける概念とみなされた、という点が重要である。戦後フ

ランス憲法においても、「連帯」は社会政策の理念を基礎づける概念として用いられ、定着したと言う

ことができる(5)。

こうした歴史を一瞥すれば明らかなように、19世紀において、「連帯」概念はきわめて多義的に用い

られた。例えばヘイワードゃルミヤは、このような用法の分析を、意味上の区分によって行おうとして

いる0。 しかし、この概念が現在我々の注目を集めるようになったのは、第二共和制期の用法による

ためであり、実際この時期に入ると、他の概念と区別された独特の意味上の収赦が見られるようにな

る。

既存の研究では、第二共和政期の 「連帯」概念は、およそ次のように意味づけられている。まず、生

物学・衛生学・生理学等の自然科学の発展を背景として、有機体的な合意を強く有している、という指

摘は一般的になされている。さらにルミヤは、この概念の特徴を対立する思想―自由主義と社会主義、

個人主義と集合主義、進歩と保守一の折哀であるとし、それは厳密な理念というより、むしろ 「文化」

を表している、という0。実際、第二共和制期には、アルフレッド・フイエやシャルル ・ジッドをは

じめ、対立の折衷 (彼らの言葉では 「乗り越え」「第二の道」)を 称する思想が多く見られる。そこか

ら、「連帯主義」は社会主義との対抗で出てきた改良主義、ひいては労働運動に対抗する中産階級のイ

デオロギーである、という理解も生まれてくる③。

しかし、はたしてこうした理解によって、第二共和政期の社会思想が適切に把握できるだろうか。実

際のところ、自由主義と社会主義、個人主義と集合主義との 「対立」という軸は、この時期の思想の特

徴を明らかにするうえで、あまり意味のあるものではない。それは、第二共和制期の思想が自らの正当

性を主張するために作り出した擬似的な対立軸にすぎず、同じような問題構成は、すでに以前から、さ

らに言えば19世紀を通じてあった、とさえ言うことができるからであるり。

このように、「連帯」概念の多義的な用法を辿るのみ、あるいは第二共和制期の 「連帯」概念を論者

の用法に即して把握するのみでは、その思想的合意の十分な理解に到ることは難しい。これにたいし

て、近年の研究潮流には、世紀前半に発見される 「社会問題 (question sociale)」、の対応一あるいは

「社会的なもの (le social)」の再定義一を、19世紀思想のコンテクストとして設定し、そのような問題

への 「解決」として、「連帯」の思想を位置づけようとするものがある(10。すなわち、「連帯」は自由

主義的原理の修正としての、責任 0権利概念の 「社会化」をもたらす論理であり (R EWald)、国家を

「社会」の道具と読み替えることで、その介入と制限を同時に可能にする論理である (J.Donzelot)、と

される。特にエヴァル ドによれば、「連帯」とは、「社会」を一つの巨大な 「保険 (assurance)」と見な

すことで、「福祉国家」という新たな統治のテクノロジーの導入を可能にした原理、と捉えられる。さ

らに、この研究潮流では、そうした論理を洗練し、学問的な正当性を付与したものとして、デュルケー

ムの社会学が位置づけられている(D。すなわち、デュルケームの社会学は、社会保険や福祉国家とい

う現代にまで続く統治システムの哲学的基礎を提供したものとされている。

本稿においても、デュルケームと連帯主義を共通の枠組みで理解するという点では、このような研究

潮流の立場は踏襲される。実際、19世紀末において両者が類縁関係にあるという認識は、デュルケー
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ムの弟子のブグレをはじめ、しばしば見られ、特に変わった認識というわけではないl121。ただし、デュ

ルケームや連帯主義に見られる 「社会問題」への 「解決」が、いかなる意味での 「解決」であり、いか

なる意味で特殊であったのか、という点については、これらの研究の中で十分に探求されているとは言

いがたい。エヴァル ドにしろ、ドンズロにしろ、カステルにしろ、第二共和制期の思想の読解に必要な

限りでそれ以前の思想を扱い、自由主義と社会主義の間に立って 「社会問題」への対応を担おうとし

た、それ以前の様々な試み一すなわち、社会経済学や共和主義一を、独立の思想として採り上げている

わけではないからである。本稿では、この二つの潮流が、どのような変遷を辿って、第二共和制期の思

想を準備したのかに着目する。この三者の比較の中ではじめて、第二共和政期の 「連帯」概念の思想的

特殊性が、明らかとなるはずである。

(1)例 えば、古 くはエイワー ドの概念史研究 (Jo E.S,Hayward,〈(Solidarity:The Social History of an ldea in Nine‐

teenth Century France)),ル′θ“α″ο“αJ Rθソjθwげ Sοε:α′轟s′οtt no.4,1959,pp.261‐ 284)や 、モランジュの論文 (G.

Mauranges,S“ ′′
'た
おゎj″″ ι

'jグ
ご′ル sο′jあだ′4 Thёse de Universit6 dc Paris,Facult6 de droit,Paris,A.Michaon,19o9)
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'a4。

sノο“島2・6d。,

1913,p.687.

(3)H.ア ルパー ト (花田ほか訳)「デュルケームと社会学J、慶応通信、1977年 、150頁 。

(4)Pierre Leroux,D`′
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次の研究が最 も詳 しい。Armelle Le Bras‐Chopard,Dθ′
'々
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Pa五s,Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,1986.また、ルルーと 「連帯」概念 については、

Arrnelle Lc Bras‐Chopard,((Mё tamOrphOSe d'une notion:la solidarit6 chez Pierre Leroux〉),in Centre de Recherches

AdΠinistradves et Politiques de Picarde,La Soιidαカゼ:“η sθ″′J“θ“′ ‐"“ わ″εαj“7,Paris,Presses Universitaires de France,
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A . F o u i 1 1 6 c )、など。c f . H a y w a r d , ( ( S 0 1 i d a r i t光.̈〉) , J b iど: C h r i s d a n e  R u I I l 1 1 l a t , L′sο晟ね″お“θα“f 9・∫J a cιθ f″cんθκλ̀

ご勧“̀′οJi′″″θ′οSiriッ̀,Thёse de l'lUniversitё des Sciences Sociales de C:renoble,1986;Pascal Dubois,二 ′sο′jdαris″ら

Thёse de l'Universi“de Paris,1985.                             1

(7)Rumillat,Lθ "′:あris″′α“f夕 siυσ′′,ルj4P.18.
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London,Louisiana State University Press,1986,pp.176‐ 216;William Logue,Fra“ Pたi′οs6Pり ′ο SaCiοιοgyp DeKalb,

1 1 l i n o i s , N o r t h e m  1 1 l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s , 1 9 8 3 , p . 8 0など。

(9)ピ エール ・ルルーは1830年代に同様の問題構成を立てている。Cf.Picre Leroux,〈(Del'indiVidudisme et

socialisme〉〉(1833),in Pierre LeЮ ux,■ 鷹 ′乃jιοscψた s,αιJ α″is′θs,αこα′Oιj′j9“′S,r″おグおεο“rs′ra“′″s rajrras,Paris,

Payot et Rivages,1994,p.235-255.

(10)主 要 な もの は以 下 の通 りで あ る。Jacques Donzelot,L'加θ″iο湾あ sοεあ′rttwJs“rル ′ごε′J“ル s,aSSわ″sPο′j"“θs,

Pa五s,Fayard,1984;Fran9oiS Ewald,L'E′ ar「′″ソj′θ″ὲ,Parls,Grasset,1986;IRobert Castel,二 ιs″ θ“υ"Orpλοs`sご`′α

9“θ∫′jο“SοCjα′θ:““̀εた“θη'9“θグ“Sα′αriαtt Parls,Ganimard,1995。

(11)Ewald,L'E′αr‐p″νJル4εθ,ル乙p.365 ets.;Donzelot,L'i4ソθ″jθ4ご“sοcial,ル4p73‐120;北垣徹「「連帯Jの理論

の創出―デュルケームを中心として」、FソシオロジJ37巻、3号、1993年、59‐76頁。

(12)C61estin Bougに,レsο′jあrimθ,Pa五s,1907,p.4.ただしデュルケーム自身は、この潮流と自らを差別化しよう

としている。例えば、ガストン。リシャールの論文 「法観念の起源に関する試論」(1892)の書評 (内藤莞爾
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訳 「デュルケム法社会学論集J恒星社厚生閣、1990年、12-21頁)を参照せよ。ただし、彼の意図にもかかわ

らず、ここで 「観念的」とされる「社会的連帯」と、社会学の対象である「社会」を区別しようとする彼の議

論には、あまり説得力があるとは言えない。なお、デュルケームは初期の 「社会分業論J(1893年)、「社会学

的方法の基準』(1895年)以降、「連帯」概念をあまり使用しなくなった。これは何らかの思想的変化を表し

ているよりも、後述するレオン・ブルジョワの 『連帯 (La solidarit6)J(1896年)の発刊と、その普及による

「連帯」概念の政治的イデオロギーヘの転化、という状況の変化によるところが大きいように思われる。

社会問題の 「発見」

まず、個々の思想の検討に先立って、そのコンテクス ト、すなわち19世紀思想を貫く 「社会問題」

という認識について、若干の特徴を指摘しておきたい。しばしば 「社会問題」は、19世紀末、あるい

はせいぜい1848年の二月革命期に生じた認識である、とされることがあるが、これは正確ではない。そ

の出発点は、1830年代に遡るω。客観的状況としては、産業化の進展と急激な都市化にともなって、

都市労働者の間に膨大な貧民層が出現したということがある。しかしここでの問題は、そのような事実

的状況そのものではない。問題は、状況を捉える認識の枠組みがどのように変化したのか、という点で

ある。

貧困という現象は、歴史とともに見られる。それは長い間、個人の無知や怠情の帰結であり、マージ

ナルな現象とみなされていた0。 この認識が変化するのは、大きく次の二つの契機によってであると

言うことができる。_つ は、政治的共同体が人民 (peuple)という平等を志向する単一の集団によって

担われるべきである、という18世紀から生まれてきた理念、特にルソーを経て革命期に明確に主張さ

れる理念である。貧民を周縁に置き、排除 。収容するのではなく、むしろ彼らを社会の中に統合し、有

用化すべきである、という考え方が、そこから生じてくる0。 もう一つは、1830年代の都市労働者層

における膨大な貧民の出現を契機とした新たな認識 (「貧困問題 (paup6五sme)」)で ある。そこでは、貧

民は労働を供与して有用化するだけでは統治不可能な対象、「危険な階級」とみなされる0。貧困の源

泉は、もはや労働の欠如や個人の怠情にあるのではなく、貧民を取り巻く社会環境 ・生活習慣 ・労働規

律 ・家族形態の問題、すなわち集合的な 「モラル」にある、とみなされるようになる。

「貧困問題」から生じた 「社会問題」という認識は、単なる物質的貧窮や、労働問題を対象としてい

るわけではない。それは、イギリス自由主義への批判、法的慈善への批判、伝統的慈善への批判を踏ま

えて生まれた 「新たな問題」の認識を指している。つまり、経済 (自由主義)、国家
・
(法的慈善)、共同

体 (伝統的慈善)に 代わる何らかの秩序の基盤があり、それが 「統治」の対象とされなければならな

い、という認識が生じることによって、「社会」という領域が 「発見」されたのであり、前もって 「社

会」という現実があり、それが危機に陥った、ということではない 15D。

ここでは、以下の点を特に強調しておきたい。第一に、「社会問題」における 「社会」とは、そもそ

も「統治」の必要に応じて見出された領域であり、国家と対立する自由な市民的領域を意味しているわ

けではない、という点である。具体的には、それは先ほど述べた集合的 「モラル」の領域を意味してい

る。ここで 「モラル」とは、日常生活における行動規範を意味する 「道徳」とは異なっている。それは

むしろ、人々の振る舞いを規定している集合的なある精神状態をさし示す、19世紀固有の概念と理解

されるべきである。言い換えれば、家族のあり方、労働規律、生活習慣、衛生習慣などの個別の精神状

態が、公的秩序との関わりにおいて 「問題化」され、集合的かつ統一的に把握されたとき、それが 「モ

ラル」という単数名詞によって指示されるのである。第二に、「社会」は 「統治」に関わる領域である
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と同時に、「知」の立脚する地点でもある。先ほどあげた1830年代の 「貧困問題」への認識は、社会統

計学の普及とともに生じる0。そして、これへの対策は、公衆衛生学 ・医学 ・社会経済学など、「社会」

を対象とする新たな 「知」によって担われる。すなわち、「社会」とは、単に国家と個人の間にある中

間領域ではなく、「統治に関する知」が立脚する共通の言説の対象であり、そのような言説を可能にす

る枠組みである。「社会問題」とは、このような特有の視座 (「社会的 (social)」な視座)か ら捉えられ

た公的秩序の問題であり、その中で国家・中間集団・個人が、新たな意味づけあるいは機能を担うこと

になるのである。

以上のようにして、1830年代に、国家 。経済 ・伝統的共同体と異なる 「社会」という領域が主題化

され、これ以降、「モラル」の組織化という形で、公的秩序の再構成が模索されていく。以下では、そ

の対応として、社会経済学、共和主義、第二共和制期の社会思想、という二つの潮流について考察する。

(1)七月王政期の 「社会問題」認識および後述する「社会経済学」については、Giovanna PЮcacci,Gο“ソθ副̀ r滋

″is2″「ια 9“θs′:ο″sθcたルθ“Fra“ε′fゴ789‐f解8り,Paris,Seuil,1993を参照。また以下の拙稿でも、1830年代の思

想状況を詳しく論じている。Tanaka Tよ可i,〈〈La question sociale etla polidque:une o五gine philosophique de l・重tat

socid dans les ann6es 1830 en Francc(1)(2)〉〉,「北大法学論集J52巻、4号、327‐382頁、6号、219‐268頁、2001-

20021P。

(2)近 代以降の「貧困」観の変遷については、Philippe Sassier,D“♭0燿“sag′ル∫′α“ソ″S・ffi約姥′'“″油″“′′ο′iri9“θ,

f6θ‐2α ∫j夕εル,Pans,Fayard,1990が 詳 しい。

(3)例 えば、La Rochefoucauld‐ Liancou■ ,P″ “j′r rappο″′“εO″j′どル ″θηalicj“gXPθSびル∫′だれCrip`∫gaび ra醸 9ガ ο″r

ごirigごsο“rraッαj′,ImpHmerie nationale,Paris,1790.

(4)Louis Chevalier・CIαssθs′abοri`“sas α ε′αssasあ4gθ″“sθs a Paris,あ″s′αρ″″j2″“οj′jご動 f9a si.cル,1958(喜 安

ほか訳 『労働階級と危険な階級Jみ すず書房、1993年).

(5)同 様の捉え方は、J.Donzelot,L'i″ソθ″Jο″あ sοciαちル4p.17 ets.にも見られる。

(6)こ の時期の社会統計の発展と普及については、Piere Rosanvallon,L'jra′“Fraηcθ∫ル f789 a ποsブ。“rs,Paris,

Seuil,1990,p.41 ets.を参照。19世紀の社会統計学史は近年着目されている研究領域の一つである。代表例と

しては、Ian Hacking,動θ Ta″加gげ 働αηCθ,CambHdge,Camb五dge University Press,1990(石原 ・
車田訳 『偶然を

飼いならす一統計学と第二次科学革命―J木 鐸社、1999年)。

Ⅲ 社会経済学 一  「慈善 (cha百t6)」

「社会経済学 (6conomie sociale)」とは、イギリス経済学 (polidcal economy)への批判として(七 月

王政期に生まれた新たな思想である。それは当時の支配層、すなわち自由主義者やカトリックの中で

も、特に行政官 ・経済学者 ・統計学者 ・衛生学者などの実践に近い人々によって担われ、ギゾーのイニ

シアティヴによって作られた 「道徳政治科学アカデミー (Acad6mie des sciences mordes et politiques)」

に集まった人々によって主張されたものである(D。社会経済学の内部にも、自由主義、保守主義、社

会主義に近い人々など、様々な偏差がある②。だが大きく言えば、
・
彼らは私有財産の不可侵性と産業

の自由にコミットしつつ、「社会問題」を初めて主題化した人々、と捉えられる。その思想的特徴とし

て、以下の諸点が指摘できる。

第一は、「社会」を経済的紐帯ではなく、「モラル」の集合体として捉えるという点である。彼らによ

れば、「社会」の目的は富の蓄積ではなく、人民の 「幸福」の増大にあり、「社会問題」への対応は、財

の再配分や労働の供与ではなく、上層階級のパターナリズムによる貧民の 「モラル化」に見出される。
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例えば、慈善団体、相互扶助団体、貯蓄 ・予見団体、パ トロナージュ、家族などの多様な中間集団を通

じて労働者の 「モラル」を向上させ、また 「貧困相談員 (visiLurs du pauvre)」を介して様々な方策を

組織化する、という統治のあり方である0。 このように、国家とは、もはや統治や組織化の一義的な

主体ではない。彼らは、経済領域への国家の介入 (あるいは扶助の権利化)を忌避し、法的領域とモラ

ルの領域とを峻別した上で、「モラル」の領域を 「統治」の対象と見なす。「モラル」は、個々人の生活

する環境や条件に応じて異なるため、直接国家が介入・統制すべき領域ではなく、むしろ、多様な中間

集団を介して組織化されるべき領域である。この組織化のために必要なことは、これらの集団の機能を
二つの目的の下に統合し、全体の統治を効率化するための、「知」の蓄積を行うことである。社会経済

学では、社会統計の広範な利用のみならず、しばしば 「観察 (observation)」が強調されるのも、こう

した考え方からきている0。単なる規範的主張を行うのではなく、実践的知に立脚した対策を採るこ

とによってのみ、「社会問題」への対応が可能となるのである。例えば、社会経済学では「労働」が 「モ

ラル化」の手段として重視される。その前提にあるのは、労働する能力のある貧民と能力のない貧民と

のカテゴリカルな区別であり、その区別に応じた異なる対策の実施である。さらに、このような体系に

おいて、国家は社会の道具、「幸福」の促進者とみなされる。それは、直接社会に介入すべき主体では

ないものの、諸中間集団を結びつけ、社会の「モラル化」を促進するための重要な一機能と見なされる。

以上のように見れば明らかな通り、すでに社会経済学において、「社会」を対象とした新たな統治ヘ

の関心と、その具体的な方策、例えば後のデュルケームに見られるような内容が、ほぼ完全に出揃って

いた、と言うことができる。しばしば社会学の源流の一つに、ケトレやヴィラルメの社会統計学が挙げ

られることがあるが、むしろ社会統計学は、こうした新たな潮流の一部として解されるべきものであ

る。社会経済学者の一人ヴィルヌーヴ0バルジュモンは、このような体系内での国家を「摂理を体現し

た機関 (Ministёres宙sibles de la Providencc)」と呼んでいるが 0、社会全体の 「進歩」と調和を約束す

ると称する 「福祉国家 (Ёtat prOvidence)」の源流は、すでにここに胚胎している、と見ることも可能で

ある。

ただし、七月王政期の社会経済学は、1848年の二月革命によって挫折を経験し、その後第二共和制

期の刷新を経ることで、福祉国家の設立へとつながっていくことになる。以下では、簡略にその経過を

迪っておきたい。                   1

二月革命による社会経済学の挫折は、思想に内在する要因だけでなく、政治状況に因るところが大き

いように思われる0。1840年代以降、体制全体が保守化していくことによって、支配層の自由主義と

労働運動とを媒介する思想傾向は減退し、一方で 「社会問題」の軽視と、他方で労働運動の急進化とい

う乖離が昂進していく。48年の二月革命は、後者の側による体制の転覆であり、結果として 「社会問

題」を政治体制の問題へ (王政から共和制へ)、さらには権利の問題 (扶助の権利と労働の権利)へ と

転化することになった。つまり、「社会問題」の政治化によって、法 ・国家領域と異なる1「社会的なも

の」の平面でこの解決を図ろうとした社会経済学の試みは、ここで一旦潰えることになる。

二月革命後の第二共和制が短期間で失敗し、ルイ=ナ ポレオン・ボナパル トの統治による第二帝政が

開始されると、サン・シモン主義的な経済政策と、権威的な社会統制を合わせたこの統治の下で、少な

くとも帝政末期に至るまで、「社会問題」は主要な公的議論の対象とはならなかった0。ここでは、カ

トリック系の思想家フレデリック=ル ・プレが、1856年に「社会経済学協会(Soci6“d'こconomie sociic)」

を設立し、機関紙の発刊や学派の拡大を通じて、保守的社会経済学の復権を行つたことのみを指摘して

おく。彼は、階層的な社会観を前提とし、家族やパ トロナージュといった伝統的中間集団の強化によっ

て、扶助の組織化と労働者のモラル化を図ろうとした③。このような思想は、帝政期には一定の支持
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を得たものの、第二共和制期に入ると様々な批判を受けるようになる。もちろん、実践的知 0、 中間

集団を通じた組織化、モラルの主題化、という基本的な枠組みは受け継がれるものの、その主要な批判

は、階層的社会観に対する平等主義的な観点からなされたものであった。すなわち、1860年代以降の

労働者の階級意識の形成にともなって、パ トロナージュに代わる労働者の自律が重視され、共和体制の

本性からしても、ル ・プレのような社会観は忌避されるようになる(10。例えば、シャルル 0ジッドは、

「パ トロナージュは共和国の習俗に合致しない」と述べているにD。こうして、社会経済学はその基本

的な枠組みを残しつつ、第二共和制期に入って、社会的権威の樹立と個人の自律を両立させるような刷

新を迫られるようになる。後に述べるように、そこでもたらされたのが、「扶助 (assistance)」から「保

険 (assurance)」へ、という問題構成の転換であった。

(1)例 えば 、Gёrando,Dechatel,Droz,Dupin,Villeneuve‐ Bargemont,Marbeau,Villemで な ど。

(2)こ の偏差については、上述拙稿のほか、「道徳政治科学アカデミー」を扱ったSophic_Anne Leterrier,

Ltts″′“riO“グθs sciθηεθ∫凛οralas ff795‐」85θり,Paris,rHarmattan,1995を参照。

(3)こ のような 「統治」の考え方を代表する一人がジェランドである。Joseph Marie de C6rando,L′νisi′`“rル

′α“ν″,Paris,1820;D`ιαわJ`4/aおα″ὲ′“b′j9“θ,Pa五s,2 vol.,1839を参照。この論点を扱っている邦語文献とし

て、ジャック・ドンズロ (宇波彰屋久訳)「家族に介入する社会一近代家族と国家の管理装置J新 曜社、1991

年、坂上孝 『近代的統治の誕生一人口 。世論 ・家族J岩 波書店、1999年、第5章、がある。

(4)社 会経済学者のほとんどはこの点を強調している。ここでも最も初期の例は、上記のジェランドによる著作、

の“s晟ゼrariο″ss“r′̀∫グ:ソ̀rsθ∫“̀ thοご̀∫as“jソ凛夕da“S′
'οbsθ″ariο″′′s Pι″ρ′θs sa“ソagθ∫,SociCt6 des obserrvateurs de

l'Horlme,1800に見出せる。

(5)Villeneuve―Bargemont,ごεο″ο“セ′ο′j′'9“θcただ′j`″4θ,ο“Rα力′rcZ śs“″′θ′αιψどris“42・6d.,Paris,1837,p.345。

(6)Cathe五ne Duprat,訥ag``′′″″9“θs″ ια′んj′α″た″′jθ r′α“ツ″ι ααjο4 SOCiα′θ̀ ′′i`″sοciα′a Paritt α“cο“rs山

′″″i`rf夕 siυεル,t。2,Paris,C.HoS.S.,1996,P。 lν16-1262.

(7)Georges Weill,″ jsra″̀J“ ″ο“ν̀閣″屁r sοciα′θη Fra″ὲ(ゴ852-f92イリ,Paris,1924,p.18‐21.

(8)F“ d6五c Lc Play,助 ヽ
“ “りθ SοCiαル′″Fra″ε′.Dどれj′̀セ′

'ο
bs`rvα″ο″σO“′αだθ″s′θιψιθ∫′“却p″″島2 vol.,18(4.

(9)ル ・プレは社会調査に大きな比重をおき、「社会科学の祖」と位置づけられることもある。Bemard Kdaora

et Antoine Savoye,二ιs i″ソθみた“rs O“夕′お ′二′Pray′r sas cοηガ““α″“rs αtt 077gi4θs aθ∫sci′″εθs sοc滋″∫,Pans,Champ

Vallon,1989.

(10)この時期における労働者の階級意識の形成に関しては、Piere Rosanvallon,レ′θ″ὶJ″″“να♭′θrみJsra姥ル

′αψ だs“rarjο“dごmοcrarf9“θ′″Fra″c′,Paris,Gallimard,1998,p.78 ets.を参照。

(1 1 )ジッドのル ・プレ批判として、Ch a r l e s  G i d e ,島ο″ο″セsO馘ル,3・6d . , P a r i s , 1 9 0 7 , p . 7‐1 0 .

Ⅳ 共 和主義 一  「友愛 (fratern16)」い)

「友愛」の概念は、現在ではしばしば 「連帯」と互換的に用いられている。しかし、19世紀の概念史

を見てみると、ボルジェトが詳細に跡付けたように、19世紀前半の 「友愛」の流通に取って代わるも

のとして、「連帯」が現れてきたことが分かる②。したがって、「連帯」概念を理解するためには、そ

れ以前に「友愛」によってどのような「社会問題」への対応が合意されていたのかを理解しておかなけ

ればならない。

「友愛」は、革命期に政治的概念として用いられたことがよく知られている。しかし、このような平

等主義的 0普遍主義的概念は、革命のプロセスの中で開鎖的 ・排他的なものへと転化し、革命期以降

は、むしろテロルの記憶と結びつくことによって、長い問忌避されるようになる。この概念が復権する
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のは、1830年代から特に40年代にかけて、左派共和主義者や一部の社会主義者による 「社会問題」ヘ

の対応の文脈においてであった ③。

「友愛」の原語は,ёre、つまり 「兄弟」であるように、それは 「連帯」概念と比べ、そもそも家族的.

な絆、情緒的な絆としての意味を強く有している。この概念が社会思想に用いられるときの最も大きな

特徴は、情緒的な 「社会」の二体性の強調にある。例えばラマルティンやル ドリュ・ロランにとって、

「友愛」とは、「人民」という一体に結ばれた集合体を形成する愛他的絆を意味する0。 それはしばし

ばルソー主義と結びついた形で用いられ、実際48年世代には、ル ドリュ・ロランにおいてそうである

ように、ルソー主義の広範な復権が見られる。また彼らは、しばしば職人組合などの同質的集団にお

ける扶助の理念を社会に一般化し、富者と貧者が助け合う、階級の融和した共同体的イメージを、この

概念によって語っている0。言い換えれば、「友愛」とは、感情的絆を背景とした、ある具体的な集団

のイメージを社会全体に拡張し、一般化した理念として捉えることができる。

「社会問題」への対応の場面でこの概念が用いられるとき、それは、政治的 ・法的概念と一体のもの

として語られる。すなわち、「友愛」によって結ばれた体制が 「共和国 (R6publiquc)」と呼ばれ、それ

は普通選挙制を通じた階級間の融和によって実現されるものと考えられる。また、そのような融和を実

現するために、国家の介入は正当なこととされ、実際、労働時間の短縮、公的扶助 ・公的貯蓄制度など

が、第二共和制下で実現される。さらに、社会的同質性の強調は、国家の介入による平等の実現の要求

へ、ひいては 「強い国家」への志向を導くことになる。ここには、後の共和制の機能不全において、共

和制が帝政へと転化する潜在的可能性を見て取ることもできる。最後に、最も重要なことは、「友愛」

によって結ばれた社会は、個人に対して労働の供与や扶助の義務を負うということ、すなわち、「友愛」

の名の下に、社会への 「労働の権利 (drOit au travail)」「扶助の権利 (drOit a l'assistance)」カミ要求され

た、ということである。

このように、「友愛」の概念の特徴とは、単一の平等な人民によって構成される政治的共同体という

理念と、経済的不平等や階級分化の刻印された社会学的な現実との乖離に直面したとき、それを具体的

な集団のイメージを一般化したところの、「想像的な一体性」に訴えかけることで媒介しようとしたも

の、と捉えることができる。例えば、しばしば指摘される48年世代の左派の宗教性 (ルルー、ラムネ∵

など多数)も 、このような傾向の表れとして理解できる0。

しかし、「友愛の革命」によって樹立された第二共和制は、周知のように、国立作業所の開鎖、6月

暴動を経て、ルイ=ナ ポレオン・ボナパル トのクーデターによって、短期間で挫折する。「友愛」の名

の下に求められた 「労働の権利」「生存の権利」も、実際には私的扶助の補完として公的扶助を導入す

るにとどまり、法制化に至ることはなかった。「友愛」に基づく「権利」の概念化の困難は、「労働の権

利」をめぐる48年の議会討論での、トクヴィルやティエールといった自由主義者たちによる批判によ

く示されている0。彼らによれば、扶助とはあくまで私的なことがらにすぎず、それを普遍的な 「権

利」の用語で語った場合、国家権力の介入の範囲を無制限に拡大し、私有財産や自由といった秩序の基

盤それ自体を脅かすことになる、という。「友愛」が 「社会的」な紐帯を意味するものであり、明確に

限定されるべき 「法的」な概念にはなじまない、という批判は、その後も繰り返されることになる。

以上のようにして、二月革命から第二共和制にかけての共和主義者たちの 「社会問題」への対応は、

安定した秩序をもたらすには至らなかった。この挫折を経て、第二帝政下の共和主義者が直面したの

は、以下のような課題に対して 「共和主義の再構成」を行う、ということであった。第一は、普通選挙

制が共和制を導くどころか帝政の正当化に用いられた、という経験を踏まえて、共和主義の弁証を、制

度や法レベルではなく、思想的 」哲学的レベルにおいて行う、ということである181。
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第二は、「友愛」への批判を踏まえて、社会的紐帯の概念を再検討する、ということである。例えば、

この時期の共和主義思想家の一人バルニは、「友愛」は厳密な法的概念ではなく、慈愛 (bienveinance)・

愛 (arnOur)を言い換えたものに過ぎず、したがって、立法に関わる問題ではなく、習俗の問題にすぎ

ない、と述べている0。60年代後半に編纂されたラルースの 『19世紀大事典Jで も、「友愛」とは法

的概念ではなく、「感情 (sendment)」であると記されている。0。すなわち、友愛を法的概念で語るこ

と、言い換えれば 「社会的なもの」を「政治」へと還元することの不可能性が、この時期には共有され

ていた、ということである。そこでの共和主義者たちの課題は、「社会的なもの」を再検討し、そこか

ら共和国を基礎付ける「モラル」を発見することにあった。カント哲学の導入は、このようなコンテク

ストでなされ、「V」で述べるように、「社会」観の転換をもたらすことになる。

第二に、先に触れた60年代以降の労働者層の階級意識の形成は、社会的亀裂への認識を一般化させ

ることになる。そこで、「友愛」のような同質的な社会観に代わり、共和主義の中でいかに 「差異」を

位置づけるか、という課題に対応する必要が生じる。

ここで、第二共和制期の 「連帯」概念に入るまえに、これまでの議論を踏まえ、第二共和制初期の

「社会問題」をめぐる思想的問題構成を以下の四点にまとめておきたい。

第一は、「法」と「モラル」の関係、あるいは 「政治的なもの」と「社会的なもの」との関係である。

「法」と「モラル」を峻別しようとする社会経済学は、扶助の組織化とパターナリズムによるモラル化

によって、「社会問題」への対応を行おうとした。しかし、階層的社会観を前提としたこの対応は、個

人の自発性や自律性の位置を与えず、問題を「政治化」することへと帰結する。一方、「モラル」と「法」

とを同化し、「社会的なもの」を政治に還元しようとする共和主義は、「友愛」の法制化の不可能性に直

面し、強い国家と秩序の安定を実現すると称する権威主義体制へと転化することになった。こうして第

二共和制期には、「モラル」の哲学的洗練を通じた法への適用という形で、「モラル」と「法」との再定

義が図られることになる。

第二は、政治的平等と社会的不平等との関係である。この時期には、「人民 (peuple)」という語に表

される政治的構成体の平等性、単一性の理念は広く受け入れられ、共和体制が普通選挙制に基づかなけ

ればならない、という考えも一般化していた。他方で、社会学的現実としての不平等、階級対立もま

た、広く認識されるようになっていた。両者の乖離は、言わば革命以降の社会を貫く問題構成でもある

が、第二帝政末期には、「友愛」に象徴される想像的一体性による媒介、「慈善」に象徴される特定階級

による社会の表象 (代表)、そして自由主義に象徴される機能的結合は、いずれもこの乖離の媒介を有

効に果たしえない、ということが明らかとなっていた。そこでは、不平等を「差異」へと読み替える視

点、「社会」を表象 (代表)す るための新しい回路が必要とされていた、と言うことができる。

第二は、「自由」の意味である。第二共和制以前において、国家の介入に対する経済的自由0私有財

産の保持が、「自由」をめぐる最も重要な問題構成であったことは言うまでない。「社会問題」に直面し

た時、このような「自由」の観点からなされたことは、伝統集団を通じた社会統制、モラル化という戦

略であった。だがそれは、すでに述べたように、第二帝政末期にはより広い集団を含む「自律」の要求

の前に困難となっていた。第二共和制初期に見られることは、「自由」をめぐる問題構成が、経済的自

由から、哲学的・社会学的な意味での 「自律」の問題へと移っていくということである。それはしばし

ば、「社会化」や国家による介入と両立するものとして語られるようになる。

第四は、「社会」の意味づけについてである。これまで見てきたように、単一の共同体、職業集団か

ら成る複合体、階層的社会という「社会」のヴィジョンは、それぞれ 「社会問題」に直面して行き詰る
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か、支持されえないものとなっていた。そこで要請されるのは、個々人の差異化が進展することを前提

としつつ、そのような個人を包摂するある抽象的全体としての 「社会」というヴィジョンであった、と

言うことができる(10。つまり、そこでは差異を積極的に意味づけるようなある特殊な視点が要請され、

そのような視点から「社会」が把握されなければならない、ということである。後に述べるように、こ

のような視点こそ、第二共和制期に広く流通する「科学」という語によって指示される内容に他ならな

い。そして、この 「科学的」視点から見たときにはじめて把握される抽象的な関係性が、「連帯」とい

う紐帯の在り方である。言い換えれば、「連帯」の特殊性は、その意味内容にあるのではなく、むしろ

それを可能にする認識論的な配置にあり、そして、「連帯」を前提としたときに立ち現れる政治 ・社会

現象の意味の再解釈にある、ということである。

そこで、次にこのような視角から、「連帯」概念について検討することにしたい。

(1)本稿では、針aにmit6を「友愛」と訳す。なお「博愛」に当たる語としては、シンポルを共有する集団に限定

されないphilanthropieがある。革命期には、iatemitёがこうした 「博愛」的意味で用いられた場面もあるにせ

よ、それは革命以降の使用に常に当てはまるわけではない。

(2)M.Borge■0,La″ο′:ο″″/rarθ“j′̀̀“ご″j′′“b′j島腕ここの分野の研究はボルジェトのものが卓越している。

このほかの 「友愛」概念の研究として、M.ダヴィッドの一連の研究 (Marcel David,FrarθrPtirご″沢ごソο′“′:ο“

Franfαおζゴ789-ゴ792 Paris,Aubie■ 1987;レ ′riれ″″ sごι Jaメリセ“j〃ig′41s“ ′νicおsittte島」8Jθ‐f∂5f,Paris,Aubi∝ ,

1992)、M.オズーフの研究 (Mona 020ut(〈La R6volituion ian9aise etl'id6e de fratmit6)〉,in L'λο““θに多だだf

θssai s“″Ja Rんοルカ″/ra″fαJSc Paris,Gallimard,1989,p.158‐182;〈〈Libert6,6galit6,fratemit6))in Pierre Nora ct al.,

Lθs ι:θ″ ル “動"j″(レS Fra4ε`s,,t.3,vol.3,Paris,Gallimard,1993,p.583-629)などがある。

(3)左 派共和主義者には、Lamartine,Michelet,Ledm‐Rollin,L,Blanこ,RenouvieL E.Quinet,V Hugoなど、社会主

義者にはP Leroux,Cabetなどがいる。その うちここでは特に共和主義者に焦点を合わせる。ピルビームの言

うように、「社会主義者は共和制を志向する傾向にあった」ものの、「当然ながら、あらゆる共和主義者が社会

主義者であったわけではない」(Pamela M.Pilbearn,R″“♭ι′εαがs“れM″`た̀ ″み &″ “ヮFra″ε′,f8fィーf87f,Lon―

don,Macmillan,1995,p.129)。

(4)Ledru‐Rollin,Discο“パ′ο′:′:9“θs′′Ecrirs aソ̀二島t。1,1879,p.3:Alphonse de Larnartine,助Fra″ὲParJ`″θ″″ゴ″

ff83イ‐f85fり=ο′“ソ″S Oraraル̀∫θ′̀εだrs′οιJrlig“`s,Paris,t.5,1847‐1851,p.253.

(5)Pierre Rosanvdlon,レ∫αc″″cルの`″′″israj″ル sttg`″ ″jソθパ̀ル″Fra“cのParis,Gdlimard,1992,p.284-294.

(6)Edward Berenson,〈 〈A New Religion ofthe Left:Ch五 stianity and Social Radicalism in France,1815‐ 1848)〉,in

Fran9oiS Furet and Mona Ozouf eds.,1助 `Tra″sfa″り′:ο″グ PaJj′Jεα′C“J′“″,f,89-f8イ &Pergalnon Press,1989.

(7)Joseph Garnier 6d.,Lθ ど″j′α“′″ッαjJ a′■s∫θ“ら′″ ″α′Jο“αιレ.Rθε“̀J′σO″写ガ̀′凛P rθ“s′θs″ ∫εο“rs′″″ο″ε脅 凌Z“S

cθ″′′π̀韓0“αb′θグisc“ssiο“,Pans,1848,p.99-113,p.188‐ 219.

(8)Claude Nicolet,L'jグど̀ゅ “b′jεαj″′“Fra″c′ff789-f92の「θssa:J'力is″j″εガ″9“′,Paris,GJlimard,1994,p.145‐

152.                                                                           1

(9) Jules Banll,Ma″ “θ′,“Иわ′iCαJ″,Pans,1872,p.6 ets.

(10)Pierre Larousse,G″ ″′ごJε′iο“″α′″ “″Jソθrsθ′ご“XfXa sj2εJ`r fra“fαJS,たiSrοrJ9“̀,gごοgrapた,9“′,″り″Йο′οgic“θ,

bib′jοgrapみj9“θ,ιj′だrai″,αrrlis′,9“らscj`″ヴ 9“6θに,Pans,1865。
・

(11)この時期に見られる有機体論への新たな関心は、その傾向の一つの現れである。例として、Alfred Fouil16e,

腸 scj`ηε′sοCiαル εο″″列,0“ j屁̀,PanS,1880;Hen五 Marion,D`′ a sο′jttriだ“ο″ル マ ssaiル ′Isy“οJagi`″ ′J″“亀

Paris,1880を参照.
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V 第 二共和制期の社会思想 一  「連帯 (sddattt6)」

既述のとおり、1860年代に入ると、共和主義者を中心に、「友愛」に代わる 「連帯」の使用が一般化

し、第二共和制期には、レオン・プルジョワの著作をきっかけとして、「連帯」概念は幅広い普及を見

るようになる。以下では、「連帯」概念の導入の時期を二つに区分し、その導入を可能にした認識論的

動向について触れた後、「連帯」の制度化の諸相を見ていきたい。

1「連帯」の認識論

先に触れたように、60年代の共和主義者の課題は、共和主義を法 0制度 ・歴史によってではなく、哲

学的に弁証することにあった。彼 らがそこで依拠 したのは、カントの哲学であった。60年代に入り、ヘー

グル主義に代わるカントの導入が、バルニ,ルヌーヴィエ,ラシュリエ (LacheHer)らによってなされ

ると、70年代に入ってこの動きは広く受容され、共和制初期の哲学のチャンピオンは 「スペンサーと

カント」であった、と称されるほどになる(D。しかし80年以降、共和体制の確立とともに、こうした

哲学的基礎への関心は退き、代わって 「心理学」と「社会学」という新しい学問が知的ヘグモニーを握

ることになる。)。

「連帯」概念の洗練を行った哲学者としては、スクレタン(Charles secr6tan)やフイエ(Alfred Fouil16c)

もいる。だがここでは、最も重要だと思われるルヌーヴィエに言及しておきたい。ルヌーヴィエは、1830

年代にサン・シモン主義の影響下で著作活動を開始し、48年の革命ではルソー主義にコミットした後③、

その挫折を経験して、カントヘ接近していった思想家である。彼の思想は、その特異な語り口と難解な

内容で、容易に理解できるものではなく、近年ようやく包括的研究が現れ始めた対象である0。 ここ

では、後の議論に必要な限りで彼の思想の特徴を瞥見しておきたい。

ルヌーヴィエの哲学は、共和国を支える 「モラル」を 「科学」として探求しようとしたものである

が、彼はそれを特異な認識論から出発させている。「一般的批判試論 (Essd de c五dquO g6n6rde)」第一

巻では、カント哲学を批判し、物自体と現象を区別せず、現象一元論を採る0。言い換えれば、現象

の背後や外部にそれを支える実体を措定しない。さらに彼は、この現象を認識する「カテゴリー」の探

求を執拗に行い、「時間」「空間」「継起」「質」「生成」「原因」「目的」のほか、特に 「人格 (personndir)」

と 「関係性 (rela■on)」をその中心的な概念として導入する0。つまり、「人間 (hommё)」を中心的な

参照点として措定し、そこから個人 ・社会 ・モラルといった現象を再構成しようとしているのである。

このような認識論から、「モラルの科学 (Science de la morde)Jにおいて、彼は 「モラル」を 「純粋概

念」として構築しようと試みている。すなわちそれは、経験 (実証主義)、神 (教権主義)、自然 (伝統

法学)に 基礎をおかない自己準拠的な理念であり、法=権 利 (drOit)は、「モラル」の現実世界への適

用として導出される0。

ルヌーヴィエの人間論のもう一つの特徴は、自然科学的な決定論に対して、人間の本来的属性として

の 「自由」を強調し、その概念的分節化を行おうとしていることである。相互依存関係としての 「連

帯」は、こうした 「自由」の帰結として、良き連帯 (平和状態)に も悪しき連帯 (戦争状態)に もなる

可能性を持つ 181。

このように、ルヌーヴィエの哲学は、外部の価値に立脚しない純粋概念としての 「モラル」を把握す

るための、認識論的な条件の整備であり (「人格」の導入)、個人 ・社会関係の認識の徹底した抽象化の

試みとして位置づけられる。その哲学は、心理学的な連帯概念を唱えたアンリ0マリオン(Henri Marion)
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や、政治哲学者アンリ・ミシェル (Hen五Michel)、そしてデュルケームなどに大きな影響を与えた0。

だがその影響としては、これまで、個人主義的道徳観や理性へのコミットメントなどが指摘されるにと

どまっているは0。しかし、このような啓蒙主義的な意味での影響にすぎないであれば、あれほど難解

なルヌーヴィエの思想が、当時普及する必然性があったかどうか疑わしい。先に 「友愛」概念につい

て、感情的絆を背景とした具体的な集団のイメージを社会全体に拡張し、一般化したもの、と指摘し

た。ルヌーヴィエの思想は、まさにこれとは反対に、徹底した抽象的視点から社会関係を捉えなおすも

のであり、特にそのための認識論的条件を整備しようとするものである。「連帯」の制度化は、次に述

べるように、このような視点の存在なしには成り立ちえない。ルヌーヴィエの位置づけは、こうした観

点から再考されるべきであるように思われる。

2「 連帯」の制度化 ―  社 会保険 0連帯主義 ・社会学

1890年代以降は、共和体制の安定にともなって思想が脱政治化し、「連帯」の認識論的探求に代わっ

て、その制度化が進められた時代である。この制度化は、政治制度のレベルでは 「社会保険」、政治的

イデオロギーのレベルでは 「連帯主義」、大学の知のレベルでは、「社会学」において見られる。

(1)社会保険

まず、社会保険の制度化の過程を瞥見しておきたい。1880年代は、経済的不況などの影響で 「社会

問題」が再燃した時期であるが、同年代の初頭、議会において、労働災害保険に関する最初の立法提案

が行われる(10。これは個人的過失 (faute)に代わる集合的 「リスク (五squc)」の概念を初めて提起し

たものとされている。その後、約20年の議論を経て、1898年に労働災害保険が法制化される。この法

律は、1804年民法における個人責任の原理を修正し、実質的な社会権を初めて認知したものと位置づ

けられる。つづいて20世紀初頭には、労働者から退職者 ・病人へと保険の対象が拡大し、1928年には

大戦の影響下で社会保険法が成立することになる。ただし、本格的な社会保障体制の確立は、第二次世

界大戦後を待たなければならない。

社会保険というシステムの基盤にあるのは、先ほど挙げた「リスク」という概念である。エヴァルド

などが指摘しているとおり、「リスク」とは、現実に存在するところの、客観的計測が可能な何ものか

ではない(0。それは、全体を包摂する「保険」という制度を通してはじめて認識されうるものである。

つまり、「保険」という一般的制度を前提としたとき、事故、火事、天災、さらに個人が人生の中で遭

遇する病気、失業、老い、死までが、「リスク」という共通のカテゴリーの中で把握され、処理される

のである。さらに、このようなカテゴリーに納められることで、本来比較不可能なはずのそれら個々の

出来事が、ある共通の尺度によって数値化され、計測可能なものとして現れることになる。言い換えれ

ば、計測可能な何物かが、現に存在しているわけではなく、ある枠組みを通して見たとき、現実がその

ようなものとして構成され、「リスク」として指示される、ということである。

このようなテクノロジーに属することで、個人的な被害や不幸は、「集合的リスクの発現」として把

握され、処理される。「保障」とはそういう意味であり、そこではすでに、個人的な出来事への対応は、
一般化された 「リスク」の埋め合わせ、という形で読み替えられている。

「リスク」とは、エヴァルドの言葉を借りれば哲学的な 「カテゴリー」である(■)。すなわち、それ

は現実に存在する何物かではなく、「現実」を構成するある認識の枠組みである。そうである以上、「リ

スク」が適用される範囲は、外的な尺度によって規定されるわけではなく、潜在的には無限定である。
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(2)連帯主義

連帯主義は、急進党の政治的イデオロギーであり、実際党首のレオン・ブルジョワの指導の下でなさ

れた、労働災害保険、衛生 0住宅政策、失業者 ・退職者への貯蓄制度、公教育などの社会政策の導入

を、正当化する役割を果たしたl141。しかしそれだけではなく、連帯主義と社会保険は、以下に述べる

ような意味で、同型の論理の上に立脚するものである。

連帯主義の出発点は、あらゆる人間が他者との相互依存関係にある、という単純な「事実」である。9。

ブルジョワはそこから、個人は相互に義務と責任を負い合っているのみならず、「社会」という集合体

に対しても義務と責任を負っている、と主張するは0。すなわち、そこではまず全体を包摂する 「相互

依存」関係が前提され、その中に個々人が位置づけられることによって、彼らが責任と義務を負った存

在と把握されるのである。このような責務の内容を、プルジョワは 「社会的負債 (dette s∝id)」と呼

んでいる。個人は、自らに先立って存在している社会から、様々な恩恵と保障を受け取り、かつそれを

離れては生きられない。それゆえ、個人は 「権利 (drOit)」に先立つ 「義務 (devOir)」を負う、と言う。

ここで注意しなければならないのは、ブルジョワの言うところの、「連帯」への帰属によって得られる

「保障」と、それに応じて担うべき 「負債」とは、自然的 ・事実的根拠に基づくものではない、という

ことである。社会保険において、計測不可能な出来事が、事後的に数値化されて処理されるように、連

帯主義においても、個人が社会から受け取る恩恵と負債の内容は、事後的にしか確定できない。しかも

ブルジョワによれば、それはあたかも以前に存在していた 「かのように」確認されなければならない、

という。すなわち、このような確認とは、「もしも平等で自由な条件のもとで交渉したとするなら、両

者の間で前もって成立しえたはずの合意にかんする解釈であり、表現である」(傍点引用者)(D。彼の

言う「準契約 (quasi―contr江)」とは、こうした意味である。彼は、自然的連帯と社会的連帯とを区別し、

後者に 「契約」に基礎づけられた 「正義」や 「意思」の介在を見ようとしている。しかし、たとえ彼が

契約論の図式へと回帰しているように見えるとしても、そこでの契約とは、上記のような事後的な確認

にすぎず、個人の自発性に立脚した古典的な契約論とは、もはやかけ離れた論理に基づいている。

ブルジョワにとって、「モラル」とは、このような義務を引き受け、「無知、無配慮、無思慮によって

引き起こされる」秩序の撹乱要因、つまり「社会悪 (mal socid)」を最小限に抑える、ということを意

味している(10。言い換えれば、社会に潜在する 「リスク」を常に予見し、予防し、自己への配慮を行

う、ということが、このような体系における「モラル」の内容である。なお、そこで予見すべき「リス

ク」とは、客観的に存在するものではなく、事後的に社会によって指示されるものにすぎない。それ

は、潜在的には無限定なものである。こうして個人は、教育などを通じて自己への配慮の能力を最大限

に発達させ、「社会化」を行う努力を常に強いられる。これが 「社会的義務 (obligttion socide)」と称

されるものの内容を構成することになる。

(3)デュルケーム社会学

デュルケームの社会学は、これまで採り上げてきた「社会問題」への対応を担った思想内容を継受し

て現れたものに他ならない。その内容とは、伝統主義・政治経済学・伝統法学・社会主義を批判し、そ

れらと異なる 「モラル」の概念を抽出しようとすること、「社会問題」を 「モラル」の問題として捉え

ること、統計的・実証的知の蓄積を重視し、「観察」に基づく社会の 「科学」を打ちたてようとするこ

と、国家ではなく中間集団 (コルポラシオン)を中心にすえた 「社会」の組織化を構想すること、さら

に、国家・法の役割を読み替え、それらを「社会」の表象 ・道具と捉えることである。ただし1以上の

特徴は、社会学自体が 「社会問題」を対象としていた、ということを意味するわけではないl191。社会
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学の役割は、むしろ、このような「社会的なもの」に関わる思想や知を「科学的」な語り口によって語

りなおし、大学の中でその制度化を実現していったという点にあるからである。

ここでは、デュルケームの思想のうち 「有機的連帯 (soⅡdari“Organiquc)」という概念についてみた

後、そこで言われる「科学的」という語の意味について論及する。そして、社会学と社会保険0連帯主

義との論理構造の同型性について指摘を行いたい。

デュルケームが初期の著作 『社会分業論」において、「機械的連帯」と 「有機的連帯」の区別を行っ

たことはよく知られている。0。「有機的連帯」は、ある中心の統制や、共通の規範やルールによって

成り立つのではなく、それを構成する各部分が各々のルールに従い、自律的に、多様に運動すればする

ほど、言い換えれば、個性化や特殊化が進めば進むほど、より緊密となるような関係であるという。

だが、「差異」が結合をもたらすかどうかは自明なことがらではないし、各部分の 「観察」を積み重

ねたところで、明らかとなるものでもない。デュルケームをはじめ、シャルル・ジッドやレオン・ブル

ジョワも、特定の場や共同体を超えた 「連帯」、あるいは世代間の 「連帯」をさえ主張するが。J、こ

のような空間・時間の差異からある関係性が生まれると想定するためには、すでにそれらの個別性を関

連付け、意味づけるような、「全体」の秩序が前提とされていなければならない。

デュルケームによれば、「社会」とは、個別の積分によっては説明できない、個々人の集合を超えた

「独自の実在」である。の。ただし、このような 「社会」もまた、実体として存在しているわけではな

い。実際デュルケームは、法や儀礼といった「表象」によってしか、その存在を把握できないと述べて

いる1231。しかし、「表象」がその背後に 「社会」を備えているのかどうかは自明ではなく、デュルケー

ム自身、「表象」の背後にある全体秩序の存在そのものを証明しえているわけでもない。0。

むしろ以上の言明は、デュルケームの言うような「社会学的」観点に立ったときに、法や儀礼などが

「社会」の 「表象」として解釈される、ということを表していると考えるべきである。言い換えれば、

先の 「独自の実在」という表現は、「科学的」に証明が可能な言明というよりも、むしろ社会学が成り

立つために前提としなければならない 「公準」である、ということである。9。このような、全体性を

有する秩序があらかじめ想定された時にのみ、個別部分の差異化は、時間・空間を超えて「全体の機能

の一部」として把握されるのである。重要なことは、個別の機能を「帰納」して全体の秩序に至ろうと

することは不可能であり、したがって、全体秩序 (社会)の存在自体は、そのような操作によっては示

されえない、ということである。

ここで 「科学」という語について触れておきたい。第二共和制期には頻繁にこの語が使用されるが、

エミール・リトレによるコント実証主義の復権の影響もあり、「科学」はしばしば 「実証主義」との関

わりで理解されている。例えばデュルケーム自身も、自らの方法の 「科学」性を弁証するために、事物

の観察や帰納という点を挙げているし、通常はこのような実証主義的概念が、デュルケームの思想の

「科学」性と結び付けられている。

しかし、すでに述べたとおり、個々の 「事実」を観察し、それを帰納的に積み上げていくことによっ

て、「社会学」や 「連帯主義」が成り立っている、と言うことはできない。そのような方法によっては、

全体の秩序―すなわち、「社会」や 「連帯」の存在それ自体―は、説明されないからである。したがっ

て、これらの手続きが、彼らの思想の 「科学」性を担保しているわけでもない。むしろ 「科学」とは、

個別の事象を意味づけ、その位置を (類型や分類という形で)与 えうるような、「全体」を把握する認

識論的視点を意味している、と考えるべきである。彼らの 「科学」への信頼とは、すでにこうした「全

体」を見通す視点が存在している、あるいはその視点を前提としてよい、ということへの信頼にほかな

らず、それ自体は、証明の対象となっているわけではない●0。
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このような意味での 「科学」的な語り口から成り立っている「社会学」こそ、当時の社会保険・連帯

主義の論理構造を、最も精緻に表現している。これらにおいて前提にされているのは、あらかじめ「全

体」を包摂しうる相互依存関係、すなわち 「連帯」である。「連帯」とは、規範的なものであるよりも、

負の相互依存関係を含めた、抽象的な関係性である。それは、全体を見通すような 「科学的」視点に

立ってはじめて、その存在が把握されうるものである。この関係性の中に位置づけられた時、個人は、

次のような存在として認識される。社会保険においては、集合的 「リスク」の潜在する者として、連帯

主義においては、社会によって課された「負債」の潜在する者として、デュルケームにおいては、差異

化された 「機能」を担う存在として。注意しなければならないのは、この論理の順序は逆にできない、

ということである。個別の事故や病気などの出来事、個々人の果たしている役割をどれほど大量に収集

し、「帰納」したところで、全体の秩序そのものの把握に至ることはできない。

さらに、「連帯」概念の特徴は、このような個人 ・社会関係の認識あるいは定義づけそのものから、

個人に課される 「義務」と 「モラル」力:帰結する、ということである。社会保険においては保険の拠

出、連帯主義においては負債の返済、社会学においては、個性の発達を通じた機能の充足が、「社会」

から恩恵を蒙る個人の 「義務」とみなされる。つ。さらに、このような 「義務」は、自然的・事実的根

拠から導き出されるものではなく、「社会」によって事後的に指示される恣意的なもの、潜在的には無

限定なものに他ならない。実際個人は、次のような配慮を、「モラル」として常に課されることになる。

すなわち、社会保険における「リスク」の最小化、連帯主義における「社会悪」の予見と予防、そして

社会学における教育を通じた理性化 0社会化、である。

デュルケームやブルジョワにおいては、それまでの思想潮流に見られた対立図式一規範と事実、法的

平等と社会的不平等、法とモラル、個人の自由。自発性と権力の強制など一が、もはや決定的な意味を

持つものとしては認識されていない。0。それは、彼らが上記のような論理構成に拠っているためであ

る。この論理の内部では、それらの対立要素は起源を同じくする現象の二側面とみなされ、両者の間の

乖離は、テクニカルな処理に委ねられうることになる。もし、デュルケームの思想において 「政治」が

語られうるとすれば、それはこのような意味での、言わば 「政治」の 「社会化」としてのみ、可能であ

ると言うべきであろう。9。
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(26)本稿では展開できないが、このような 「科学」への信頼は、ルヌーヴィエの場合と同じく、「人間」を中心

的な参照点として成り立っている。認識論における 「人間」の位置については、例えばЁmile Durkheim,((De

quelques fomes pHmit市es de claSdication〉),A4だ′sOεjοιοgi9“̀,vol.3,1903,p.67 ets。(小関藤一郎訳「分類の未
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112



けではない。

パーソンズの解釈以来、初期の 「社会分業論」とそれ以降の著作との間で、「集合意識」の位置づけに変化

があったか否かが議論となってきたに PersOns,動′Sr″ε′“″a/Sοσ滋′AcrJο4,McGraw Hill,1937,Part 2,ch.8-12
'(稲

上・厚東訳 F社会的行為の構造 3デ ュルケーム論J木 鐸社、1992年)を参照)。すなわち、パーソンズ

によれば、『分業論」の段階では、近代社会は機能的結合と捉えられていたのに対し、それ以降は、近代社会

においても共通の規範一 「人格崇拝」一が結合の基礎と見なされるようになった、というのである。しかし、

「有機的連帯」という社会認識を成り立たしめている前提に、上記のような 「人間」という参照点があったと

すれば、そうした対照は成り立たちえない。デュルケームが、「人格」の超越性を機能分化の結果であるかの

ように記述しているとしても、それは、彼の体系の中でそれを成り立たしめている前提自体を説明することが

できない、ということを表しているにすぎない。実際には、「人間」という概念は、彼の体系の中で前提であ

ると同時に帰結でもあるという、特異な位置を占めている。

デュルケームは、後期の宗教社会学において、「社会」を 「宗教」という実体的規範と同一視しようとして

いる。あたかも、ここで述べた抽象的関係性としての 「連帯」という捉え方を、後期においては放棄したかの

ように。しかし、このような変化は、私見によれば、上記のような 「人間」の位置づけの両義性と密接にかか

わっている。すなわち、自らの体系を、自己準拠的な概念にではなく、外部のより実体的な基盤の上に立てよ

うとするときには、常にこうした共同体的規範が呼び返されるのである。サン・シモンやコントが同様の軌跡

を辿ったことは、その表れである。
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de France,1950,5C-6C lesson;Bourgeois,Sοιjdariι ibjこ

(29)この意味において、1970年代以降のいわゆる 「デュルケーム ・ルネッサンス」での、デュルケームの政治

社会学 (社会主義論、民主主義論、国家論)に 着目する研究潮流、そして1980年代以降の、デュルケームに

おける「政治的なもの」に着目する研究潮流には、一定の留保が必要であるように思われる。第一の潮流に関

しては、「政治」の対象において、第二の潮流に関しては、「政治」がそのような形で語られなければならな

かった思想的コンテクストにおいて。この点については、以下の拙稿でも不十分ながら展開されている。田中

拓道「西洋政治思想史におけるЁ.デュルケームー 「社会』概念による「政治J観の再構成J、「北大法学論集J

47巻 、2号 、207‐257頁、3号 、171-221頁、1998年。

Ⅵ お わりに 下  何が 「解決」されたのか?

これまで我々は、「社会問題」への対応として、「慈善」、「友愛」、「連帯」という二つの概念に表され

る思想潮流を検討してきた。「連帯」において重要なことは、そのような紐帯が事実として存在してい

るかどうかではない。むしろ重要なのは、「連帯」が一旦認知され、社会保険や福祉国家という形で制

度化されるならば、そのようなものとして「現実」が構成されていく、ということである。この制度に

属する個人にとって、「現実」はまさにそのようなものとして現れ、自らの立脚する認識論的配置の特

異性を意識することすら、必要ではなくなるからである(D。第二共和制期に見られたのは、こうした

「連帯」の空間の認識論的準備であり、その制度化であった、と捉えることができる。

本稿において、「連帯」以前の概念に遡って「社会問題」への対応を採り上げたのは、このような「解

決」が、いかなる意味で特殊なものであったのか、を明らかにしようとするためであった。「慈善」、「友

愛」、「連帯」の間の差異、さらに、ルヌーヴィエと、それ以降の 「連帯」概念との差異にさえ、そうし

た問いを探るための幾つかの手がかりが見出せるように思われる。ここでは、そのうち若千の点を手短
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に指摘しておきたい。例えば、「人間」という概念の位置づけは、その一つである。「連帯」の平面の上

では、全体秩序の維持という観点から、人間の 「差異」が処理される。その背後にあるのは、集合的

「リスク」を最小化し、「生命」を最大化することが善となるような、特殊な人間観である。そこでは、

かつて 「平等」という理念によって意味されていたことがらや、「人間」そのものに関する哲学的探求

は、もはや重要な問題とは見なされていない。さらに、「連帯」が成立するプロセスの中で、「自由」の

意味は根本的に変化する。社会学的意味での 「自由」と、政治的自律・哲学的自由 (ルヌーヴィエ)と

の間の差異を、「連帯」の空間の中で明確に分節化し、問題化することは困難である。最後に、こうし

た空間では、「政治」はテクニカルな問題の処理へと還元される。そこでは、「統治」のあり方の基盤を

批判的に検討し、新たに構想する余地を見出すことは困難である、という点も指摘しておくべきであろ

う。

終わりに、ここで採り上げた「連帯」概念のアクチュアリティーについて、一言触れておきたい。近

年の一部の福祉国家論、例えばロザンヴァロンや彼を引用する論者において、次のように論じられるこ

とがある②。ネオ・リベラリズムの進展や、遺伝子医療などのテクノロジーの発展によって、社会の

中に新たなタイプの不平等と排除が刻印されており、「リスク」の均等な配分に立脚する福祉国家(論)

は、今や 「哲学的危機」にある、と。

しかし、このような議論は、少なくとも「連帯」の思想を適切に捉えたものではない。すでに述べた

ように、「連帯」の特徴は、不平等に対する平等、排除に対する包摂にあるのではない。それは、「差

異」をある共通の土俵の上に位置づけ、処理する枠組みであると同時に、そのような枠に収まりきらな

い要素 (自己への配慮をなしえない者)を 、「異常者」という形で指示し、排除するようなメカニズム

を内包しているからである131。

思想史的に見たとき、「連帯」とは、規範的な意味を有した概念ではない。それは、個人0社会関係

を抽象的レベルでとらえ、ある権力の組織化を可能にするための、特殊な認識論的枠組みである。「連

帯」を思想史的に探求するとは、こうした意味において、19世紀末に生まれ、現代にまで引き継がれ

ているような結びつき―特異な認識論的配置の成立、社会に関する知の制度化、権力の組織化の三者の

結びつき―を相対化し、批判的に読み解くための作業にほかならない。

(1)実際、デュルケームに先立つルヌーヴィエやフイエらの哲学的業績は、20世紀初頭以降急速に忘却されて

いった。

(2)Pieπ e Rosanvallon,助ctts`ルιぜ″′事“ν〃θ“εθ,■ouvdle ёd。,PaHs,Seun,1981:La■ ο“νθ′′θ9“̀ s`:ο“sοciα′θf

Rcρθttsar ι'Era′:′″ソjどθ4Cθ,Paris,Seuil,1995.

(3)ネ オ・リベラリズムと福祉国家との相違は、「リスク」処理のテクノロジーの運用の相違、すなわち福祉国

家においては、教育などを通じたリスクの最小化のメカニズムが各人に内面化されるのに対し、ネオ・リベラ

リズムでは、警察権力などの物理的暴力に訴えかけられることが相対的に多い、という相違にある。実際、例

えばエヴァル ドの福祉国家論のもとにあったフーコーのリベラリズム論は、70年代末のネオ ・リベラリズム

の出現を背景にし、それを批判的に分析しようとしたものである。Cfo Michel Foucault,(〈Naissance de la

bbpolitiquc〉),in Djな′′″ガた,t.3,1976‐1979,Paris,Gallimard,1994,p.818‐825.エヴアルド自身も、福祉国家を

「自由主義のテクノロジー」としてとらえている (R Ewald,L'E餃′ρraソ:ルηcθ,iba p.64-70)。
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